
鳴門市学園都市化構想に関する連携協力会議要項

（目的）
第１ 鳴門市，鳴門市教育委員会及び国立大学法人鳴門教育大学（以下「鳴門教育大学」

という。）との間の鳴門市学園都市化構想に関する連携協力の枠組みや連携協力策に
ついて協議するため，鳴門市学園都市化構想に関する連携協力会議（以下「会議」とい
う。）を設置する。

（組織）
第２ 会議は，次に掲げる委員によって組織する。
（鳴門市）
（１）市長
（２）政策監
（３）健康福祉部長

（鳴門市教育委員会）
（１）教育長
（２）教育次長
（３）学校教育課長
（４）鳴門市中学校長会長
（５）鳴門市小学校長会長
（６）鳴門市幼稚園長会長

（鳴門教育大学）
（１）学長
（２）理事
（３）人間教育専攻長
（４）高度学校教育実践専攻長（教科・総合系）
（５）高度学校教育実践専攻長（教職系）
（６）地域連携センター所長
（７）総務部長
（８）教務部長

（会議の開催）
第３ 会議は，鳴門市，鳴門市教育委員会及び鳴門教育大学が交互に担当して，必要に応
じて開催する。

（会長）
第４ 会議に会長を置き，会議を鳴門市及び鳴門市教育委員会が担当するときは鳴門市長
を，鳴門教育大学が担当するときは鳴門教育大学長をもって充てる。

（会議の招集及び議長）
第５ 会長は，会議を招集し，その議長となる。

（事務局）
第６ 会議の事務局は，会議を鳴門市及び鳴門市教育委員会が担当するときは鳴門市教育
委員会学校教育課に，鳴門教育大学が担当するときは鳴門教育大学学術情報推進課に置く。

（鳴門市学園都市化構想に係る総合調整プロジェクトの設置）
第７ 会議に，具体的な連携協力策等を審議するため，鳴門市学園都市化構想に係る総合
調整プロジェクトを置く。

２ 鳴門市学園都市化構想に係る総合調整プロジェクトの組織及び運営に関し必要な事項
は，別に定める。

（細則）
第８ この要項に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，会議が別に定め
る。

附 則
この要項は，平成２５年１月２１日から実施する。

附 則
この要項は，平成２５年１２月４日から実施する。

附 則



この要項は，平成３０年３月３１日から実施する。

附 則
この要項は，平成３１年４月１日から実施する。

附 則
この要項は，令和４年４月１日から実施する。


